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　市では、市内の事業者が取り扱っている商品を「ふるさと納税記念品」として、市外在住の寄附者へ贈呈
しています。
　さらなる寄附の促進を図るため、記念品となる商品を販売し発送していただける事業者を募集します。寄
附者に記念品を贈呈することで、その記念品のPRの機会となり、販売促進につながると考えていますので、
ぜひご応募ください。
　詳細や応募用紙等は、市ホームページからダウンロードまたは総務課へ資料請求してください。

　議会をより身近に感じていただけるよう、３月定例会から本会議および予算・決算特別委員会等の様子を
インターネットによるライブ中継、録画中継で視聴できるようになりました。
　なお、次回の定例会は６月上旬に開催予定です。
※日程については変更となる場合がありますので、議会開会前にホームページ等でご確認ください。

◆議会傍聴のご案内
　議会を傍聴される方は、市役所３階の議場傍聴者入口前にて、
整理券の交付を受けるだけで傍聴できます。手続きは不要ですので、ぜひお越しください。

【問い合わせ先】議会事務局　42−2111（内線471）

ふるさと納税記念品の募集について
～自慢の品をふるさと納税記念品として贈ってみませんか～

議会中継をご覧いただけます

【問い合わせ先】総務課　電話42-2111（内線344）

事 業 内 容 寄附を確認後、市から事業者へ送り先情報等を提供しますので、事業者は記念品とな
る商品を発送し、市に商品代・送料を請求することになります。

対 象 事 業 者 市内に住所のある個人および市内に所在地のある法人、団体など

対 象 商 品 農畜水産物、加工品、食品、菓子、飲料、酒類、工芸品、各施設利用券など
※特に、ゴボウ、ナガイモ、スイカ、ネギを募集します。

商品の価格帯 税込みでおおむね1,500円相当、2,500円相当、5,500円相当（送料別）
この範囲外の商品については、総務課にご相談ください。

応 募 の 方 法 ①応募用紙および②商品の写真または画像を、メールまたは郵送などで総務課に提出
してください。

募 集 期 限 5月31日（水）必着

審 査
市が贈呈するふるさと納税記念品としてふさわしい商品等であるかどうか、価格、数
量、パッケージ、ラベルなどの表示、包装対応などについて審査します。審査結果は、
6月中旬頃までに、文書により通知します。

そ の 他
寄附者には、寄附申込みの段階で、事業者へ送り先等の情報を提供することをあらか
じめ告知しています。
今回の募集に限らず、応募や相談を随時受け付けしておりますので、興味のある方は
お気軽にお問い合わせください。
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